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注目トピックス 
01｜解雇規制緩和について考える 
2024 年秋の自民党総裁戦では、何人かの候補者が解雇
規制緩和に関する提言をし、話題となっています。解雇
規制緩和とは何か、どのような検討がなされているかに
ついて紹介するとともに、解雇の今後について考察しま
す。 

 

特集 
02｜精神疾患による休職・復職の 

流れと注意点 
精神疾患により休職となった社員に対してどのような
対応をすべきかについて、順を追って解説します。 

 

 
03｜公益通報者保護法の概要について 
兵庫県知事のパワハラ問題について、知事の対応が公益
通報者保護法に違反するのではないかと一部で問題視
され話題になっています。公益通報者保護法の概要につ
いて解説します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
話題のビジネス書をナナメ読み 
04｜罰ゲーム化する管理職 

（インターナショナル新書） 
本書は、現代の管理職が直面する過剰な負担と、それを
取り巻く組織の構造的な問題を明らかにし、具体的な解
決策を提案するものです。 
現代の管理職に共通する問題の一つが、プレイングマネ
ジャー化です。管理職でありながら、現場の業務をこな
す役割も担わされることで、負担が大きくなっていると
管理職は感じています。現場のリーダーでありながら、
自分の仕事量を減らすことも、後継者を育成することも
困難な状況に追い込まれているのです。 
本書では、管理職の負担を軽減するための 4 つの具体的
なアプローチが提案されています。それぞれが、管理職
の負担を分散し、組織全体のパフォーマンスを向上させ
ることを目指しています。参考までにその 1 つである
「フォロワーシップ・アプローチ」を解説すると、部下
とのコミュニケーションが管理職の負荷になっている
という状況なのであれば、管理職側だけではなく、部下
側にも対人関係やコミュニケーションのトレーニング
をする必要があると筆者は述べています。 
さまざまな事例や具体的な方法が示されており、経営層
にも管理職にも一読して欲しい一冊だといえます。 
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解雇規制とは 
解雇とは､会社側が一方的に労働者との雇用契約を終了
させることを指します｡労働者側からの自己都合退職と
違い、強い立場である会社側からの解雇の場合は、労働
者保護のために次のような規制があります。 
 
① 30 日以上前に予告しなければならない 
② 予告しない場合は平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手

当を支払わなければならない 
③ そもそも客観的合理性･社会通念上の相当性がない解雇

は無効とされる(解雇が法律上なかったものと扱われる) 
 
これらの制限を一般に｢解雇規制｣と呼びます｡解雇規制
の見直しは長年議論されてきましたが､それは主に上記
③の｢客観的合理性･社会通念上の相当性｣の基準が高す
ぎると言う点が論点になっています｡ 
 
解雇規制が厳しくなった理由 
そもそも誤解が多い点ですが､法律は解雇を禁止してい
ません｡私企業が私資本で企業活動をする以上､採用(=
誰を雇うか)と解雇(=誰を雇うのを止めるか)について
法律により過度に干渉すべきでないという考え方が現
在もあります(採用の自由説､解雇の自由説)｡ 
 
しかし、客観的に正当性を欠く解雇は法律で規制すべき
との考え方が、やがて高度経済成長期の終身雇用慣習を
経て、徐々に「日本の雇用は終身雇用を期待させるもの
であるから、一度雇った人は余程の理由でないと解雇で
きない。理由が十分でない解雇は企業の解雇権を濫用し
ているものと扱う（解雇権濫用法理）」という考えにシ
フトしていったという経緯があります。 
 
規制緩和の方策①リスキリング 
ある総裁選候補者は、規制緩和の方策として「大企業に
限定した規制緩和」を掲げています。リスキリング（学

び直し）や再就職支援の実施を条件に整理解雇（事業縮
小などによる解雇）の要件の一部を緩和することなどを
提言しています。 
 
つまり、次の職場を探してあげたり、技術や知識を身に
つけてあげたりすることを条件に解雇をしやすくする
ということでしょう。 
 
このリスキリングは時代背景とマッチしているので、今
後の解雇規制緩和の中に何らかの形で盛り込まれてい
くと予想できます。 
 
規制緩和の方策②金銭解決 
従来から議論されている解雇規制緩和の方策として「金
銭解決」もあります。過去の議論においては、裁判等で
はまず「解雇が有効か、無効か」を判断し、無効であっ
た場合は職場復帰するという選択肢しかないという現
状に対して、解雇無効であった場合に金銭解決による退
職を選択できるようにする方向で検討されていました。 
 
今後の金銭解決の検討においてこの流れを踏襲すると
すれば、「◯◯ヶ月分の給与を払えば会社は簡単に解雇
できる」と言うほど単純な話にはならず、あくまでも解
雇規制はある程度維持しつつ、早期解決のために一定の
計算式を示された金銭解決というオプションが加わる、
といったものになることが予想されます。 
 
中小企業の解雇規制対策 
多くの中小企業にとって、多少解雇規制が緩和されても
解雇トラブルの精神的・金銭的負担は大きく変わらない
ことが予想されます。そのため、いかに仕事を正確に定
義し、できない社員への評価とフィードバックの記録を
積み上げていくかがリスク軽減に重要であることを意
識しておきましょう。 
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自民党総裁戦でも話題になっている「解雇規
制緩和」とは何か、どのような検討がなされ
ているかについて紹介するとともに、解雇の
今後について考察します。 
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はじめに 
社員がうつ病など精神疾患により休職を願い出た場合
は、取り扱いを慎重にしなければなりません。以下、順
を追って精神疾患による休職への対応について解説し
ます。 
 
1. 休職申し出時 
社員が休職を申し出る際には、休職申出書、並びに医師
の診断書などの提出を求めましょう。提出された診断書
を確認した上で、原則として就業規則等で定める休職期
間の範囲内で医師が指定した療養期間に合わせて休職
命令書を交付してください。 
 
就業規則の定め方にもよりますが、一般に休職は会社が
決定し、仕事を一定期間休んで治療に専念するよう業務
命令する制度とされています。会社は医師の診断書を判
断材料として休職の必要性を検討し、社員が健全に仕事
ができる状態に回復するための療養期間として休職命
令を出します。休職命令書には以下の事項等を記載しま
しょう。 
 

  就業規則等の根拠 
  休職期間 
  復職の際の手続き方法 
  復職の可否は会社が判断すること 
  休職期間の延長や終了に関すること 

 
 
2. 休職期間中 
休職期間中は、原則として「治療に専念するよう会社か
ら命令されている期間」という位置付けになります。プ
ライバシーに過度な干渉をすることは控えるべきです
が、医師の診断等を考慮しつつ、場合によっては療養期
間として不適当な行動は慎むよう伝えても良いでしょ
う。 

3. 休職期間の延長 
休職期間の延長を申し出る場合は、休職命令書で定めた
休職期間が終わる前に新たな期間の休職申出書、医師の
診断書の提出を求めましょう。 
 
休職期間の限度を超える休職の申し出について会社は
拒否できます。就業規則の該当条文をもとに説明し、限
度の期日までの休職命令としてよいでしょう。ただし、
過去に当該限度となる期日を超えて休職させることが
常態化していた場合は注意が必要です。なぜなら「他の
人は延長されたのに自分だけ延長されないのは不当だ」
などと主張される可能性があるからです。 
 
4. 復職 
休職の決定と同様、復職についても原則として決定権は
会社にあります。休職者から復職願と診断書の提出を求
め、復職の可否を検討しましょう。会社は労働者の安全
や健康に配慮する義務があります（＝安全配慮義務とい
う）ので、復職判断は「復職させて安全な状態まで回復
しているか︖」という基準で検討します。 
 
主治医の作成した診断書は原則として尊重すべきです
が、それだけで判断が難しい場合には、必要に応じて会
社が指定した別の医師への受診を命じる可能性がある
ことをあらかじめルール化しておきましょう。 
 
5. 自然退職 
休職期間が経過しても復職できない場合は、自然退職と
して取り扱うことが通常です。自然退職とは、社員が私
傷病により休職期間を経ても本来提供すべき役務を提
供できない状態から回復しなかったことによる「会社の
責任ではない退職」であるという意味で用いられる言葉
です。精神疾患による休職・復職・退職はトラブルにな
りやすいため、あらかじめ当事務所までご相談ください。 

精神疾患による休職・

復職の流れと注意点 

精神疾患により休職となった社員に対して
どのような対応をすべきかについて、順を追
って解説します。 
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はじめに 
元県職員による兵庫県知事のパワハラ告発問題につい
て、知事が行なったとされる通報者特定のための行動が
公益通報者保護法に違反するのではないかとの疑惑が
話題となっています。ここで問題とされた「公益通報者
保護法」は、企業経営にも少なからず関連するため、こ
の機会に概要を解説します。 
 
公益通報者保護法が生まれた経緯 
2000 年頃、食品偽装や自動車会社のリコール隠しなど
の企業不祥事が内部告発をきっかけとして明るみにな
りました。一方で内部告発した社員が解雇や降格など不
利益な取り扱いが問題となりました。 
 
こういった経緯から、企業等不祥事による国民への被害
拡大を防止するため（＝公益のため）に通報する行為は
正当な行為であり、企業等による解雇等の不利益な取扱
いから保護されるべきものとされ、「公益通報者保護法」
が制定されました。 
 
保護の対象となる通報者とは 
この法律で保護されるのは、企業の法律違反行為や命令
等を通報する労働者・1 年以内の退職者・役員等です。
労働者には公務員も含まれるため、今回の兵庫県のケー
スで問題とされました。 
 
通報対象となる法違反 
通報の対象となるのは、「国民の生命、身体、財産その
他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法
や政令で定められた以下のような法律に違反する犯罪
行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰もしくは
過料につながる行為です。 
 

食品衛生法/食品表示法/金融商品取引法/不正競争防止
法/個人情報保護に関する法律/労働基準法/著作権法 他 

通報先と保護の要件 
通報先としては①社内②行政機関③報道機関や消費者
団体などの 3 つが定められています。 
 
また公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要
件は、通報先によって異なります。 
 

通報先 主な要件 

①社内 
通知対象となる事実が生じ、または生じ
ようとしていると思料すること 

②行政機関 

通知対象となる事実が生じ、または生じ
ようとしていると信じるに足りる相当
の理由があること/通報者の氏名住所な
どを示して通報すること 

③報道機関等 

通知対象となる事実が生じ、または生じ
ようとしていると信じるに足りる相当
の理由があること/社内や行政機関に通
報すれば解雇など不利益取り扱いを受
けると予想される相当の理由があるこ
と/社内に通報すれば隠蔽される恐れが
あると予想される相当の理由があるこ
と等 

 
保護の内容 
労働者・役員が保護要件を満たして公益通報をした場合、
それを理由とする解雇や解任は無効となります。減給や
その他不当な取り扱いもできません。また、公益通報に
よって損害を受けた場合も、会社は公益通報者に損害賠
償請求はできません。 
 
2022 年の法改正 
2022 年 6 月 1 日から、大企業では内部通報に対する相
談体制をとることが義務化されました。300 人以下の中
小企業は努力義務となっています。

公益通報者保護法の 

概要について 

兵庫県知事のパワハラ問題について、知事の
対応が公益通報者保護法に違反するのでは
ないかと一部で問題視され話題になってい
ます。 


